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（
質
問
の 

一
四
） 

答

弁

第

一

四

号 
   

衆
議
院
議
員
中
村
高
一
君
提
出
時
計
産
業
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
一
四
号 

昭
和
三
十
年
六
月
十
七
日 

衆

議

院

議
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益 

谷 
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次 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

鳩 
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一 

郞 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
中
村
高
一
君
提
出
時
計
産
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

時
計
の
輸
入
は
、
昭
和
二
十
九
年
に
お
い
て
約
百
六
十
八
万
一
千
弗
で
あ
る
が
、
こ
の
内
容
は
、
い
わ
ゆ
る

ウ
オ
ツ
チ
関
係
、
即
ち
腕
時
計
と
懐
中
時
計
で
あ
り
、
ク
ロ
ツ
ク
の
類(

置
時
計
、
目
覚
時
計
、
掛
時
計)

に
つ

い
て
は
、
現
在
外
国
製
品
の
輸
入
を
認
め
て
い
な
い
。 

こ
の
ウ
オ
ツ
チ
類
の
輸
入
を
行
つ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
国
内
の
生
産
能
力
が
、
国
内
需
要
を
充
足
す
る
に

い
た
つ
て
い
な
い
こ
と
、
第
二
に
は
、
時
計
の
形
状
、
価
格
等
か
ら
こ
れ
が
密
輸
の
好
対
象
と
な
つ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
対
し
て
完
全
な
密
輸
防
遏
が
困
難
で
あ
る
の
で
、
正
規
輸
入
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
密
輸
の
弊
害
を

除
去
し
よ
う
と
す
る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
更
に
い
え
ば
、
外
国
時
計
を
あ
る
程
度
輸
入

す
る
こ
と
は
、
特
に
ウ
オ
ツ
チ
関
係
に
つ
い
て
技
術
、
品
質
の
立
遅
れ
て
い
る
時
計
業
界
に
対
し
て
、
適
度
の

刺
激
を
与
え
る
こ
と
と
な
り
、
国
産
品
の
水
準
向
上
に
相
当
の
役
割
を
果
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。 

な
お
、
輸
入
量
の
問
題
は
、
根
本
的
に
は
、
国
内
需
給
の
関
係
に
よ
る
の
で
、
生
産
量
の
上
昇
と
と
も
に
漸 



二 

国
産
品
奨
励
策
と
し
て
は
、
一
方
高
率
の
輸
入
関
税(

三
〇
―
五
〇
％)

お
よ
び
、
外
国
品
輸
入
に
対
す
る
外

貨
割
当
の
厳
重
な
運
用
に
よ
つ
て
、
国
産
品
を
保
護
し
て
い
る
が
、
他
方
積
極
的
な
国
産
品
の
品
質
向
上
乃
至

価
格
引
下
方
策
と
し
て
は
、
先
ず
そ
の
製
造
設
備
の
近
代
化
を
図
る
べ
く
、
昭
和
三
十
年
度
開
発
銀
行
融
資
対

象
業
種
と
し
て
、
時
計
工
業
を
取
り
上
げ
る
と
と
も
に
、
競
輪
売
上
収
益
の
一
部
約
千
百
万
円
を
以
て
、
名
古

屋
工
業
技
術
試
験
所
内
に
中
小
時
計
工
業
を
対
象
と
す
る
開
放
研
究
室
を
設
け
、
技
術
共
同
研
究
を
促
進
す
る

計
画
を
検
討
中
で
あ
る
。 

又
国
産
品
の
品
質
向
上
を
目
的
と
し
て
、
国
内
各
社
の
製
品
に
つ
い
て
、
品
質
比
較
審
査
を
過
去
五
箇
年
に

わ
た
つ
て
行
つ
て
来
た
が
、
毎
回
見
る
べ
き
成
果
を
収
め
、
今
後
も
継
続
し
て
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。 

次
減
少
し
て
お
り
、
こ
れ
を
輸
入
外
貨
割
当
限
度
額
に
見
る
に
、
昭
和
二
十
九
年
度
は
約
百
二
十
万
弗
で
あ
つ

た
が
、
昭
和
三
十
年
度
上
期
は
約
三
十
一
万
弗
と
な
つ
て
い
る
。 

そ
の
他
時
計
工
業
の
企
業
合
理
化
促
進
法
適
用
業
種
へ
の
指
定
及
び
工
業
標
準
化
法
第
十
九
条
適
用
業
種
へ 

四 

 



四 

税
関
長
の
通
告
処
分
に
よ
り
税
関
に
納
付
さ
れ
た
密
輸
時
計
を
処
分
す
る
場
合
に
は
関
税
及
び
物
品
税
込
み

の
市
中
価
格
を
基
準
と
し
て
予
定
価
格
を
決
定
し
た
上
公
売(

売
却)

に
附
し
、
入
札
価
格
が
予
定
価
格
よ
り
低

い
と
き
は
、
落
札
さ
せ
な
い
仕
組
に
な
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
落
札
者
は
関
税
及
び
物
品
税
相
当
額
を
負
担 

三 

わ
が
国
時
計
の
輸
出
振
興
策
に
つ
い
て
は
、
軽
機
械
輸
出
会
議
一
般
軽
機
械
部
会
時
計
分
科
会
の
強
力
な
運

営
に
よ
り
種
々
対
策
を
研
究
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
具
体
化
に
努
め
て
い
る
が
、
昭
和
二
十
九
年
度
業
界
に
お

い
て
海
外
宣
伝
用
カ
タ
ロ
グ
を
作
成
し
て
海
外
宣
伝
に
努
め
る
こ
と
と
し
、
又
海
外
市
場
調
査
機
関
の
設
置
に

つ
い
て
は
、
早
急
に
実
現
を
図
る
べ
く
現
在
検
討
を
進
め
て
い
る
。
又
海
外
諸
国
に
お
け
る
輸
入
制
限
緩
和
、

通
商
協
定
へ
の
時
計
の
特
掲
等
に
つ
い
て
も
、
今
後
と
も
強
力
に
実
現
を
図
る
よ
う
努
力
す
る
計
画
で
あ
る
。 

の
指
定
等
に
つ
き
検
討
中
で
あ
る
。 

そ
の
他
輸
出
振
興
の
根
本
は
、
品
質
の
向
上
と
コ
ス
ト
の
引
下
げ
に
あ
る
の
で
、
国
産
品
の
品
質
向
上
、
設

備
近
代
化
等
の
た
め
前
述
の
よ
う
な
開
銀
資
金
の
斡
旋
等
種
々
対
策
を
と
り
つ
つ
あ
る
。 

五 

 



 

六 

す
る
こ
と
に
な
つ
て
お
り
、
し
た
が
つ
て
、
特
に
物
品
税
を
免
除
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




